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○防衛省訓令第  号 

公文書等の管理に関する法律（平成２１年法律第６６号）第１０条第１項の規定に基づき、防衛省行政文書管理規則の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和７年３月  日 

防衛大臣 中谷 元         

 

防衛省行政文書管理規則の一部を改正する訓令 

防衛省行政文書管理規則（平成２３年防衛省訓令第１５号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。 

改 正 後 改 正 前 

（機関等主任文書管理者） 

第４条 機関等ごとに、機関等主任文書管理者１名を置く。 

２ この訓令において「機関等」とは、次の表の機関等の欄に掲げるものをいい、当該機関等の機関等主任文

書管理者は、同表の機関等主任文書管理者の欄に掲げる者とする。 

機関等 機関等主任文書管理者 

防衛大学校 防衛大学校長 

防衛医科大学校 防衛医科大学校長 

防衛研究所 防衛研究所長 

統合幕僚監部（統合作戦司令部及び自衛隊

サイバー防衛隊を含む。第６条第２項にお

いて同じ。） 

統合幕僚長 

陸上自衛隊（自衛隊情報保全隊及び自衛隊

海上輸送群を含む。第６条第２項において

同じ。） 

陸上幕僚長 

海上自衛隊 海上幕僚長 

航空自衛隊 航空幕僚長 

情報本部 情報本部長 

防衛監察本部 防衛監察監 

地方防衛局 地方防衛局長 

備考：特別の部隊については、その編成に際し定めるものとする。 

 

別表第１（第１７条関係） 

 

防衛省行政文書保存期間基準 

事 項 業務の区分 

当該業務に係る行政文

書の類型（施行令別表

の該当項） 

保存期間 具体例 

法令の制定又は改廃及びその経緯 

１ 法律の制定

又は改廃及び

その経緯 

(1)～(5) ［略］ 

(6) 官報公示その他の

公布 

官報公示に関する文書

その他の公布に関する

文書（一の項ト） 

２０年 ・官報 

（機関等主任文書管理者） 

第４条 機関等ごとに、機関等主任文書管理者１名を置く。 

２ この訓令において「機関等」とは、次の表の機関等の欄に掲げるものをいい、当該機関等の機関等主任文

書管理者は、同表の機関等主任文書管理者の欄に掲げる者とする。 

機関等 機関等主任文書管理者 

防衛大学校 防衛大学校長 

防衛医科大学校 防衛医科大学校長 

防衛研究所 防衛研究所長 

統合幕僚監部（自衛隊サイバー防衛隊を含

む。第６条第２項において同じ。） 

統合幕僚長 

陸上自衛隊（自衛隊情報保全隊を含む。第

６条第２項において同じ。） 

陸上幕僚長 

海上自衛隊 海上幕僚長 

航空自衛隊 航空幕僚長 

情報本部 情報本部長 

防衛監察本部 防衛監察監 

地方防衛局 地方防衛局長 

備考：特別の部隊については、その編成に際し定めるものとする。 

 

別表第１（第１７条関係） 

 

防衛省行政文書保存期間基準 

事 項 業務の区分 

当該業務に係る行政文

書の類型（施行令別表

の該当項） 

保存期間 具体例 

法令の制定又は改廃及びその経緯 

１ 法律の制定

又は改廃及び

その経緯 

(1)～(5)［同左］ 

(6) 官報公示その他の

公布 

官報公示に関する文書

その他の公布に関する

文書（一の項ト） 

２０年 ・官報の写し 
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(7) ［略］ 

２ 条約その

他の国際約

束の締結及

びその経緯 

(1)～(5)  ［略］ 

(6) 官報公示その他の

公布 

官報公示に関する文書

その他の公布に関する

文書（二の項ニ） 

２０年（保

存期間満了

時の措置を

廃棄の措置

と定めた文

書（経済協

力関係等で

定型化し、

重要性がな

いもの）に

ついては３

０年） 

・官報 

３ 政令の制定

又は改廃及び

その経緯 

(1)～(5) ［略］ 

(6) 官報公示その他の

公布 

官報公示に関する文書

その他の公布に関する

文書（一の項ト） 

２０年 ・官報 

(7)  ［略］ 

４ 省令その他

の規則の制定

又は改廃及び

その経緯 

(1)～(3) ［略］ 

(4) 官報公示 官報公示に関する文書

（一の項ト） 

２０年 ・官報 

(5) ［略］ 

５～１３［略］ 

１４ 告示、訓

令及び通達

の制定又は

改廃及びそ

の経緯 

(1) 告示の立案の検討

その他の重要な経緯

（１の項から１３の

項までに掲げるもの

を除く。） 

ア～エ ［略］ 

オ 官報公示に関する

文書（二十の項ハ） 

１０年 ・官報 

１５ 予算及

び決算に関

する事項 

(1) ［略］ ア ［略］ ［略］ ［略］ 

イ ［略］ ［略］ 

ウ ［略］ ［略］ 

エ ［略］ ［略］ 

(2) 歳入及び歳出の決

算報告書並びに国の

債務に関する計算書

の作製その他の決算

に関する重要な経緯

ア ［略］ ［略］ ［略］ 

イ 会計検査院に提出

又は送付した計算書

及び証拠書類（二十

二の項ロ） 

課税仕入

れ等の税

額の控除

に係る適

格請求書

・課税仕入れ等の税額の控除に係る受

領した適格請求書（特別会計に限る。） 

(7) ［同左］ 

２ 条約その

他の国際約

束の締結及

びその経緯 

(1)～(5) ［同左］ 

(6) 官報公示その他の

公布 

官報公示に関する文書

その他の公布に関する

文書（二の項ニ） 

２０年（保

存期間満了

時の措置を

廃棄の措置

と定めた文

書（経済協

力関係等で

定型化し、

重要性がな

いもの）に

ついては３

０年） 

・官報の写し 

３ 政令の制定

又は改廃及び

その経緯 

(1)～(5) ［同左］ 

(6) 官報公示その他の

公布 

官報公示に関する文書

その他の公布に関する

文書（一の項ト） 

２０年 ・官報の写し 

(7) ［同左］ 

４ 省令その他

の規則の制定

又は改廃及び

その経緯 

(1)～(3) ［同左］ 

(4) 官報公示 官報公示に関する文書

（一の項ト） 

２０年 ・官報の写し 

(5) ［同左］ 

５～１３ ［同左］ 

１４ 告示、訓

令及び通達

の制定又は

改廃及びそ

の経緯 

(1) 告示の立案の検討

その他の重要な経緯

（１の項から１３の

項までに掲げるもの

を除く。） 

ア～エ ［同左］ 

オ 官報公示に関する

文書（二十の項ハ） 

１０年 ・官報の写し 

１５ 予算及

び決算に関

する事項 

(1) ［同左］ ア ［同左］ ［同左］ ［同左］ 

イ ［同左］ ［同左］ 

ウ ［同左］ ［同左］ 

エ ［同左］ ［同左］ 

(2) 歳入及び歳出の決

算報告書並びに国の

債務に関する計算書

の作製その他の決算

に関する重要な経緯

ア ［同左］ ［同左］ ［同左］ 

イ 会計検査院に提出

又は送付した計算書

及び証拠書類（二十

二の項ロ） 

課税仕入

れ等の税

額の控除

に係る適

格請求書

・課税仕入れ等の税額の控除に係る受

領した適格請求書（特別会計に限る。） 
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（５の項(2)に掲げ

るものを除く。） 

を受領し

た日又は

提供を受

けた日の

属する課

税期間（会

計年度）の

末日の翌

日から５

月を経過

した日に

係る特定

日以後７

年 

ウ ［略］ ［略］ ［略］ 

エ ［略］ ［略］ 

オ ［略］ ［略］ 

１６～２９ ［略］ 

備考 ［略］ 
 

（５の項(2)に掲げ

るものを除く。） 

を受領し

た日又は

提供を受

けた日の

属する課

税期間（会

計年度）の

末日の翌

日から２

月を経過

した日に

係る特定

日以後７

年 

ウ ［同左］ [同左] ［同左］ 

エ ［同左］ ［同左］ 

オ ［同左］ ［同左］ 

１６～２９ ［同左］ 

備考 ［同左］ 
 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 

附 則 

（施行期日） 

この訓令は、令和７年３月２４日から施行する。ただし、改正後の別表第１の規定は、令和７年４月１日から施行する。 

 


